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はじめに 
 「苅田町財政健全化検討会議（以下、検討会議）」は、町財政の健全化のため、①財政状

況及び将来の財政予測に関すること、②行政サービスに関すること、③公共施設に関する

こと、④歳入増に関すること、について調査研究を行い、財政健全化に向けた解決方法を

町長に報告するために設置されたものであり、外部有識者により構成されている。 
検討会議は 2016 年 11 月から 2017 年２月にかけて、外部の厳しい目線から苅田町の財

政健全化について協議を行った。本意見書は、協議結果を踏まえた苅田町財政健全化に関

する検討会議の意見をとりまとめたものである。 
協議に関する資料は、検討会議の指示により苅田町が作成した。検討会議はその資料を

もとに協議をし、財政健全化に関する方向性などを提案した。なお、苅田町に対しては、

資料作成や専門的見地からのアドバイスなどの形で、公益財団法人九州経済調査協会が協

力した。検討会議のメンバー、検討会議の日程と協議事項については、巻末資料を参照。 
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 本意見書は、検討会議の協議事項に合わせ、以下の形で構成する。 
 

図表１ 本意⾒書の内容と構成 

 
 

  

＜町財政の課題把握＞

１．町の財政に対する問題提起
・人口減少、少子高齢化による長期的な歳入減、歳出増の見通し

・徐々に悪化する苅田町の財政

・実質単年度収支は７年連続のマイナス

＜歳出削減＞ ＜歳入確保＞

２．行政サービス

による歳出削減

の方向性
・事業内容の抜本的

見直し

・料金の適正化

・広域行政の導入に

よる経費削減

３．公共施設にお

ける歳出削減の

方向性
・更新・統合・廃止の

検討

・近隣施設による機

能統合の検討

・民間事業者等への

運営移管/委譲

・民間活力やノウハ

ウの導入

１．管理経費の見

直しによる歳出

削減の方向性
・一般事務費用の削

減

・人件費の見直し

４．歳入確保の可

能性
・収納率向上の努力

・税源の涵養

・税率見直しおよび税

導入

＜歳出削減・歳入確保で必要な仕組み＞

５．持続的な財政健全化に必要な行政評価
・段階的な行政評価の導入

まとめ

＜財政悪化の要因分析＞

２．財政悪化の要因
・普通交付税と決算の関係

・外部要因（固定資産税と社会保障にかかる費用、臨時財政対策債に関する制約、補助率の割り落としなど）

・内部要因（検討不十分で着手された大型事業、場当たり的な普通建設事業費の減少、予算査定に必要な手

続の不備、不交付団体としての甘えなど）
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第１章 財政悪化した現状の分析 

１．町の財政に対する問題提起 

１）⼈⼝の推移 

全国の人口は 2007 年をピークに減少 

 わが国の人口は、2007 年の１億 2,777 万人をピークとして、既に人口減少段階に移行し

ている。今後、2048 年には、１億人を割り込むことが予想されている。2007 年と 2048 年

を比較すると、人口減少に伴い、年少人口は 1,729 万人から 939 万人、生産人口は 8,302
万人から 5,001 万人と大幅な減少が見込まれているが、一方で老年人口については、2,746
万人から 3,768 万人へと、約 1.4 倍に増加する。 
 

図表１－１ 全国の⼈⼝構成推移・将来推計 

 
資料）国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1月推計）」 
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苅田町、今後 10 年間で約 2,000 人減少 

 全国と同様に、苅田町の人口も既に減少が始まっている。国勢調査によると、2010 年に

36,003 人であった苅田町の人口は、2015 年には 34,963 人となった。今後の人口推計をみ

ると、2025 年には 33,067 人と、今後 10 年間で更に約 2,000 人の減少が予測されている。 
 全国と同様、苅田町でも人口減少と高齢化が同時に進行することが見込まれている。2015
年と 2035 年を比較すると、年少人口は 5,066 人から 3,478 人、生産人口は 21,537 人から

17,238 人に減少するのに対して、老年人口は 8,360 人から 9,723 人と約 1.2 倍に増加する。

老年人口の増加は、各種の高齢者福祉サービスなど、今後の町の社会保障にかかる経費の

増加が予想される。 
 

図表１－２ 2015 年国勢調査をベースにした苅⽥町の将来⼈⼝推計 

 
注１） 2010 年国勢調査をベースにした社人研推計に 2015 年国勢調査の総人口を当てはめた九経調による

推計 

注２）純移動率や生残率は 2010 年社人研推計の数値を活用 

注３）2010 年、2015 年は実績値、2020 年以降は推計値 

資料）九経調作成 

 

  

（単位：人、％）

2010 2015 2020 2025 2030 2035

平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年

総人口 36,003 34,963 34,153 33,067 31,836 30,438

年少人口 5,088 5,066 4,685 4,208 3,736 3,478

生産人口 23,366 21,537 20,206 19,132 18,425 17,238

老年人口 7,549 8,360 9,261 9,728 9,675 9,723

老年人口構成比 21.0 23.9 27.1 29.4 30.4 31.9

推計方法 項目

九経調推計
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２）町財政と主要財政指標の推移 

歳入は約 140 億円、固定資産税は減少傾向 

 苅田町の歳入は、2006 年度が約 172 億円、2010 年度が約 162 億円であるのに対して、

2017 年度は約 132 億円が見込まれている。2012 年度以降は概ね 140 億円前後で推移して

いるが、2017 年度は 2010 年度から約 18%減少している。 
 歳入減少の主要因は、企業の新たな設備投資の低迷による固定資産税（償却資産）の減

少である。固定資産税は同期間で約 14％減少している。 
 

図表１－３ 苅⽥町の歳⼊合計と各科⽬の推移 

 
注）2015 年度までは決算、2016 年度は３月補正後で繰越事業を含む、2017 年度は当初予算 

資料）総務省「市町村別決算状況調」及び苅田町 

 
  

81.8 

99.6 

61.2 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

歳入合計 一般財源計 特定財源計

（年度）

2010年度＝100
85.8 

25.0 

126.8 

184.8 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

固定資産税 繰越金
町たばこ税 地方消費税交付金

（年度）

2010年度＝100



 

6 
 

歳出は約 130 億円、扶助費は増加傾向 

 苅田町の歳出をみると、2006 年度が約 139 億円、2010 年度が約 138 億円であるのに対

して、2017 年度は約 128 億円が見込まれている。この間、2011 年度を除いて概ね 130 億

円台で推移しているが、2017 年度は 2010 年度と比較すると約 7.6％減少している。 
 この間、大型建設事業の抑制、公共施設の維持管理の抑制などにより、投資的経費は減

少（約 66％減）しているが、高齢化の進展と地方債（借金）の償還により義務的経費は増

加している。特に扶助費については、前述の通り老年人口の増加に連動して、７年間で約

28%増加している。 
 

図表１－４ 苅⽥町の歳出合計と各科⽬の推移 

 
注）2015 年度までは決算、2016 年度は３月補正後で繰越事業を含む、2017 年度は当初予算 

資料）総務省「市町村別決算状況調」及び苅田町 
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徐々に悪化する苅田町の財政 

 苅田町の主要財政指標と基金現在高の推移をみると、その財政状況は徐々に悪化してい

ることがうかがえる。 
 地方公共団体の財政力を示す財政力指数は、苅田町が不交付団体であることもあり、１

を超えているが、減少傾向にある。標準財政規模に対する実質収支の割合を示す実質収支

比率は、一般的に望ましいとされる３～５％を上回っているが、改善傾向にあるものの、

適正水準を上回る。地方公共団体の地方債など現在の負債の大きさを示す将来負担比率は、

危険水域（350％）を大きく下回るものの増加傾向にあり、県内市町村では、北九州市（174.3）、
福岡市（168.0）に次ぎ、全体の第３位（2014 年度）と高い水準にある。地方公共団体の財

政の弾力性を示し、70％以下が望ましいとされる経常収支比率については、改善傾向が続

いているものの、95％を上回る状況である。 
 苅田町の基金現在高の推移をみると、歳入欠損とならないように計画的な財政運営を行

うためのいわば地方自治体の「預貯金」である財政調整基金は、2010 年度の約 40 億円か

ら 2015 年度の約 28 億円と、５年間で 12 億円減少（約 30％減）した。 
 経常収支比率を除いた主要財政指標と基金現在高の推移をみると、苅田町の財政は徐々

に悪化している。 
図表１－５ 苅⽥町主要財政指標の推移 

 
資料）苅田町 

図表１－６ 苅⽥町基⾦現在⾼の推移 

 
資料）苅田町 

  

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

標準財政規模（百万円） 8,501 8,120 8,039 8,614 8,171 8,433

財政力指数 1.34 1.28 1.16 1.13 1.11 1.12

実質収支比率 22.1 17.0 7.4 6.0 5.8 7.2

実質公債費比率 10.0 9.8 10.2 10.5 10.6 10.7

将来負担比率 99.4 106.3 106.2 110.4 122.3 120.0

経常収支比率 89.3 92.3 95.0 100.3 98.3 96.0

うち人件費 27.3 28.4 28.6 29.7 28.7 27.7

うち公債費 14.1 13.7 14.8 16.0 16.0 16.0

（単位：千円、％）

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

財政調整基金 4,037,807 4,043,936 4,050,083 3,453,920 3,143,109 2,844,787

　標準財政規模に対する割合 47.5 49.8 50.4 40.1 38.5 33.7

減債基金 188,441 188,555 188,649 188,732 188,817 188,902

特定目的基金 648,898 649,983 652,848 659,285 667,668 671,241

基金合計 4,875,146 4,882,474 4,891,580 4,301,937 3,999,594 3,704,930

増減 28,061 7,328 9,106 -589,643 -302,343 -294,664
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実質単年度収支は７年連続のマイナス 

 苅田町の収支状況等の推移をみると、形式収支及び実質収支が、2012 年度にかけ急速に

減少している。実質収支は、地方公共団体の財政運営の良否を判断する重要な指標で、こ

れが赤字の場合、いわゆる「赤字団体」とされる。苅田町の実質収支は黒字を維持してい

るものの、今後の動向に留意を要する。 
また、前年度に比べ当該年度に財布内の金がどれだけ増減したかを示す単年度収支は、

2015 年度７年ぶりに黒字に転じた。しかし、これは「預貯金」にあたる財政調整基金を取

崩し補填した結果にほかならず、実質単年度収支が７年連続のマイナスとなっていること

から財政の厳しさがわかる。 
今後、老年人口の増加により社会保障にかかる経費の増加が予想されるため、このまま

の状況が続けば、今後の苅田町は、財政健全化団体に陥る可能性がある。 
 

図表１－７ 苅⽥町の形式収⽀、実質収⽀等の推移 

 
資料）苅田町 

図表１－８ ⽤語説明 
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（年度）

（百万円）

用語 説明

形式収支 当該年度の歳入から歳出を単純に差し引いた額のこと

実質収支
形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額のこと。一般的に黒字・赤字とは実質収支上のこと

を指す

単年度収支 当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額のこと

実質単年度収支
単年度収支に実質的な黒字を加え、実質的な赤字を差し引いた額のこと。実質単年度収支＝単年度収支

＋財政調整基金積立金－財政調整基金取崩額
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３）今後 10 年間の財政シミュレーション 

現状維持では財政調整基金 28 億円を取崩 

 2017（平成 29）年度を起点に、現在の歳入歳出をベースに 10 年間の財政シミュレーシ

ョンを実施した（詳細な結果は参考資料を参照）。 
 シミュレーションによると、歳入は、多い年度で約 149 億円（2020 年度）、少ない年度

で約 128 億円（2023 年度）であるが、2020 年度をピークに減少傾向となることが予想さ

れる。内訳をみると、2019 年 10 月に予定されている消費税増税にあわせて増加が見込ま

れる地方消費税交付金、今後集中して実施する可能性のある公共施設の大規模改修に対応

した地方債の発行については、増加が見込まれる。一方、人口減少の影響を受ける町民税

（個人分）、軽自動車税、自動車重量譲与税、そして固定資産税（家屋、償却資産）は減少

が見込まれる。特に固定資産税（償却資産）については、今後進出企業による活発な設備

投資が実施されない限り、10 年間で 3.7 億円程度の減収が見込まれる。 
 歳出は、140 億円台の年度が多いが、ピーク時には 155 億円（2022 年度）となる。この

中で義務的経費は、高齢化の進展に伴い扶助費が 26億円から 35億円弱など増加を続ける。

投資的経費については、公共施設の大規模改修を集中して実施する場合、2018 年度から

2022 年度の負担が大きくなる。 
 単年度での収支均衡を図る場合、2018 年度から繰入金により調整することが必要になる。

仮に財政調整基金を活用して繰入金による調整を進めて年度ごとの歳入＝歳出を目指した

場合、2018 年度からの４年間で、現在の財政調整基金 28 億円（年平均７億円）が枯渇す

る試算となる。 
 
年間７億円の財政改善効果継続が必要 

 財政調整基金の枯渇を回避するため、歳入＝歳出となる収支均衡により財政健全化を進

め、後述する財政健全化のための取組みを組み合わせて実行することで、当面は年間７億

円程度の財政改善効果を継続する必要がある。 
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図表１－９ 2017 年度から 10 年間の財政シミュレーション（歳⼊：抜粋） 

 
資料）九経調作成 

図表１－10 2017 年度から 10 年間の財政シミュレーション（歳出：抜粋） 

 
資料）九経調作成 

（単位：千円）

2007年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2026年度

平成19年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成38年度

歳入合計 16,277,848 14,590,599 13,230,423 14,621,629 14,862,888 14,911,502 14,740,194 13,181,796

一般財源計 8,717,374 8,681,539 8,660,997 8,593,833 8,590,920 8,581,885 8,501,068 8,233,019

地方税 7,739,968 7,518,736 7,495,362 7,431,203 7,324,611 7,211,694 7,131,781 6,867,938

町民税 2,373,381 2,374,618 2,349,609 2,345,305 2,271,919 2,191,549 2,173,689 2,090,485

個人分 1,604,911 1,735,385 1,746,500 1,724,361 1,702,222 1,680,083 1,662,224 1,579,019

法人分 768,470 639,233 603,109 620,944 569,697 511,466 511,466 511,466

固定資産税 5,010,298 4,642,087 4,636,841 4,573,304 4,540,275 4,507,906 4,446,126 4,267,329

土地 1,464,045 1,344,125 1,352,585 1,352,585 1,352,585 1,352,585 1,352,585 1,352,585

家屋 1,367,419 1,456,718 1,533,590 1,502,918 1,502,918 1,502,918 1,472,860 1,443,403

償却資産 2,120,153 1,771,712 1,685,171 1,651,468 1,618,438 1,586,069 1,554,348 1,405,008

軽自動車税 57,768 91,767 89,497 89,222 88,947 88,672 88,300 86,361

町たばこ税 296,424 408,200 417,639 421,416 421,514 421,612 421,709 421,807

その他 2,097 2,064 1,776 1,956 1,956 1,956 1,956 1,956

地方譲与税等 251,392 235,194 235,802 235,224 234,428 233,633 232,991 230,000

地方揮発油譲与税 0 28,321 27,308 27,511 27,511 27,511 27,511 27,511

自動車重量譲与税 89,950 65,840 62,775 61,979 61,184 60,388 59,746 56,755

特別とん譲与税 128,322 139,448 144,049 144,129 144,129 144,129 144,129 144,129

その他 33,120 1,585 1,670 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606

地方消費税交付金 395,037 746,680 743,363 743,363 852,637 961,912 961,912 961,912

地方交付税 159,743 100,000 100,000 95,424 91,057 86,891 86,891 86,891

その他 171,234 80,929 86,470 88,618 88,186 87,756 87,495 86,279

特定財源 7,560,474 5,909,060 4,569,426 6,027,796 6,271,968 6,329,617 6,239,126 4,948,776

国・県支出金 2,113,768 2,715,311 2,355,933 3,060,599 3,079,699 3,090,799 3,196,899 2,948,399

地方債 1,215,200 584,800 549,100 1,297,300 1,175,400 1,139,800 1,342,500 996,600

分担金・負担金 282,143 223,685 224,441 220,007 220,007 220,007 220,007 220,007

使用料・手数料 146,160 151,575 184,014 184,014 184,014 184,014 184,014 184,014

財産収入 129,096 439,295 11,213 115,001 115,001 115,001 115,001 115,001

繰入金 124,247 722,530 60,302 200,000 1,000,000 1,000,000 600,000

繰越金 3,332,264 630,344 636,752 466,120 13,092 95,241 95,950

その他 217,596 441,520 547,671 484,755 484,755 484,755 484,755 484,755

（単位：千円）

2007年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2026年度

平成19年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成38年度

歳出合計 13,806,144 13,953,847 12,764,303 14,608,537 14,767,647 14,815,552 15,435,821 14,493,025

義務的経費 5,006,253 6,514,178 6,408,321 6,496,946 6,569,669 6,561,799 6,653,703 6,983,142

人件費 2,448,070 2,453,309 2,446,341 2,446,341 2,446,341 2,446,341 2,446,341 2,446,341

扶助費 1,330,386 2,633,841 2,523,137 2,614,032 2,708,201 2,805,762 2,906,838 3,469,533

公債費 1,227,797 1,427,028 1,438,843 1,436,574 1,415,127 1,309,696 1,300,523 1,067,268

投資的経費 3,509,697 1,008,351 984,252 2,931,909 3,018,083 3,073,643 3,609,009 2,364,773

普通建設事業費 3,504,867 1,004,368 981,752 2,926,535 3,012,709 3,068,269 3,603,635 2,359,399

災害復旧事業費 4,830 3,983 2,500 5,374 5,374 5,374 5,374 5,374

失業対策事業費 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 5,290,194 6,431,318 5,371,730 5,179,682 5,179,896 5,180,110 5,173,110 5,145,110

物件費 2,739,703 2,838,409 2,934,623 2,934,623 2,941,837 2,949,051 2,949,051 2,949,051

維持補修費 68,136 51,449 81,256 81,256 81,256 81,256 81,256 81,256

補助費等 1,111,106 1,023,589 932,350 932,350 932,350 932,350 932,350 932,350

繰出金 1,095,174 1,100,868 1,162,405 1,122,555 1,115,555 1,108,555 1,101,555 1,073,555

積立金 40,672 1,291,629 111,166 0 0 0 0 0

投出資金・貸付金 235,403 125,374 149,930 108,898 108,898 108,898 108,898 108,898

2,471,704 636,752 466,120 13,092 95,241 95,950 -695,627 -1,311,229歳入－歳出（形式収支）
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４）財政上の課題 

（１）⾏政運営にかかる経常的管理経費 
国基準を上回る職員の給与 

 行政運営にあたっては、当然ながら経常的に管理経費が必要になる。管理経費としては、

職員等の給与が該当する人件費や、需用費や備品購入費、旅費などの経費が挙げられる。 
 地方公共団体の人件費を比較する指標として、国家公務員との比較で地方公務員の給与

水準を表す「ラスパイレス指数」がある。ラスパイレス指数の全国町村の平均は 96.3、県

内町村の平均は 98.1 である。これに対して苅田町は 101.7 と高く、県内市町村でも第５位

（政令市を除く）の水準にある（図表１－11）。 
2006 年度からの国の給与構造改革に伴い、市町村に対しては給料表の引き下げと同時に、

地域の民間賃金水準を基礎とした客観的な支給基準に基づく地域手当が導入されたが、こ

の地域手当の支給率を用いて補正した「地域手当補正後ラスパイレス指数」がある。この

補正後指数については、苅田町は 104.2 と、県内市町村で第１位（政令市を除く）である。 
 なお、町長の平均報酬月額は、約 58 万円（県内市町村平均：約 81 万円）と県内市町村

で 60 中第 59 位であり、議会議員の１人あたり平均報酬月額は、約 34 万円（県内市町村平

均：約 34 万円）と県内市町村で第 25 位（町村では第１位）である。 
 

図表１－11 福岡県内市町村のラスパイレス指数（左）と 

地域⼿当補正後ラスパイレス指数（右）の上位団体 

 
注）2016 年４月１日現在。政令市を除く 

資料）福岡県「福岡県内市町村のラスパイレス指数等について」 

 
地域手当、住居手当の存在 

 地域手当補正後ラスパイレス指数にみられるように、苅田町の職員給与における地域手

当は、国基準を上回る水準である。苅田町の地域手当は、国基準では０％であるが、現在

の支給率は 2.5％であり、2018 年度からは４%となる予定である。2016 年４月１日時点で、

自治体名 指数 自治体名
補正後

指数

1 行橋市 102.2 1 苅田町 104.2

2 小郡市 102.1 2 筑紫野市 103.9

2 朝倉市 102.1 3 芦屋町 102.3

4 大野城市 101.8 4 行橋市 102.2

5 中間市 101.7 5 小郡市 102.1

5 苅田町 101.7 5 朝倉市 102.1

99.5

98.1

96.3

福岡県市町村平均

福岡県町村平均

全国町村平均
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全国の全地方公共団体の約３割（469）が地域手当を支給しているが、国基準を超過して支

給する団体は全国で 70 団体である。県内では、苅田町の他、筑紫野市、宗像市など３市９

町となっている。 
 また、国は 2009 年 12 月に廃止し、地方公共団体でも全国的に廃止が進んでいる自宅に

係る住居手当についても、苅田町は未だに月額 2,500 円が支給1されている。県内で当該手

当を支給する団体は、苅田町を含めた７市８町村に留まり、残りの 43 市町は手当を廃止2し

ている。 
 
町の職員数は減少 

 苅田町では、近年、行財政改革の一環として職員数の削減を進めてきた。2011 年度から

2016 年度にかけて、普通会計部門では 49 名、公営企業等会計部門では６名、合計 55 名の

職員数を削減（16.3％減）し、少数による町運営を進めている。しかし、財政状況が厳しい

中、人件費の総額を抑制することは今後も念頭に置くことが必要であるが、事業展開にお

けるより効率的な手法を検討せずに、過度に職員数を削減することは、町運営自体に支障

を来たし、ひいては住民サービスの低下につながる恐れがある。一方、消防については、

町単独の消防本部であることから職員数が固定化する状況にある。 
 

  

                                                  
1 新築又は購入の日から起算して５年を経過していないものが対象 
2 久留米市や筑紫野市など、経過措置中の団体を含む 
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図表１－12 苅⽥町の部⾨別職員数の推移 

 
資料）福岡県提供 

 

  

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

議会 4 4 4 4 4 4 0

総務・企画 66 64 61 61 62 57 ▲ 9

税務 21 21 20 19 18 19 ▲ 2

労働 0

農林水産 12 13 13 12 10 10 ▲ 2

商工 5 5 5 5 5 5 0

土木 43 43 41 40 36 35 ▲ 8

小計 151 150 144 141 135 130 ▲ 21

民生 28 27 27 27 22 22 ▲ 6

衛生 19 19 20 17 19 17 ▲ 2

小計 47 46 47 44 41 39 ▲ 8

198 196 191 185 176 169 ▲ 29

51 49 50 44 43 31 ▲ 20

49 49 49 49 49 49 0

298 294 290 278 268 249 ▲ 49

0

13 12 12 11 9 9 ▲ 4

15 15 13 13 11 12 ▲ 3

0

11 11 11 12 12 12 1

39 38 36 36 32 33 ▲ 6

337 332 326 314 300 282 ▲ 55総合計
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（２）⾏政サービス 
歳出割合と増加率が高い民生費、土木費、教育費、公債費 

 行政サービスの現状を把握する１つの手段として、町の目的別歳出を 2004 年度、2009
年度、2014 年度でみる。金額が大きい項目は、民生費、土木費、教育費、衛生費、公債費、

総務費であり、これらは 10 億円を超える 
2004 年度と 2014 年度を比較して、予算が 10％以上増加している項目は、民生費、消防

費、公債費、土木費、教育費である。過去 10 年間で構成比も増加率も高い項目は、民生費、

土木費、教育費、公債費であり、苅田町の歳出に対する影響力が大きい。今後、歳出抑制

を図る上で、これらの費用に雌を入れることで、より大きな効果が得られる。 
 

図表１－13 苅⽥町⽬的別歳出の推移 

 
資料）総務省「市町村決算状況調」 

 

（千円） （％）

2004年度 2009年度 2014年度
10年間

増減率

5年間

増減率

議会費 168,014 157,034 167,401 ▲ 0.4 6.6

総務費 1,326,212 2,066,463 1,297,519 ▲ 2.2 ▲ 37.2

民生費 2,785,574 3,350,180 4,458,554 60.1 33.1

衛生費 1,288,973 1,508,865 1,370,282 6.3 ▲ 9.2

労働費 0 20,470 3,442 純増 ▲ 83.2

農林水産業費 441,934 340,760 280,057 ▲ 36.6 ▲ 17.8

商工費 565,505 170,246 109,112 ▲ 80.7 ▲ 35.9

土木費 2,078,718 2,154,816 2,390,408 15.0 10.9

消防費 430,512 460,589 549,160 27.6 19.2

教育費 1,458,062 1,509,284 1,613,199 10.6 6.9

災害復旧費 47,790 12,487 2,685 ▲ 94.4 ▲ 78.5

公債費 1,126,120 1,217,695 1,400,445 24.4 15.0

諸支出金 0 0 0 - -

前年度繰上充用金 0 0 0 - -

合計 11,717,414 12,968,889 13,642,264 16.4 5.2
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高水準である民生費、衛生費、教育費 

 地方自治体が行う事業には、国・県が費用の一部を拠出する「補助事業」と、租税収入

を中心とする地方公共団体の独自財源で実施する「単独事業」に大別される。 
 苅田町の目的別歳出（単独事業）を、他の普通交付税不交付団体及び県内市町村と比較

した結果が、図表１－14 である。これをみると、衛生費（うち清掃費）は、不交付団体な

らびに県内市町村における歳出割合の平均を大きく上回っている。また、民生費（うち児

童福祉費）、教育費の歳出割合も、県内市町村では全体の２位と非常に高い水準で、不交付

団体の平均値も超えている。 
 苅田町の行政サービスの特徴としては、民生費、衛生費、教育費のウェイトが高く、今

後、これらの抑制が課題となる。 
 
図表１－14 歳出に占める市町村単独事業費⽔準の⽐較（不交付団体・福岡県内、2014 年度） 

 
注１）割合は歳出全体に占める市町村単独事業費の比率 

注２）不交付団体・福岡県内の平均値は、割合の単純平均 

注３）不交付団体は、平成 26 年時点の 54 団体、県内市町村は、両政令市を含む全 60 市町村 

資料）総務省「平成 26 年度市町村決算状況調」より九経調作成 

 
  

金額
（千円）

割合*1

（％）
平均値*2

（％）
平均値*2

（％）

 民生費（うち児童福祉費） 516,092 3.78 3.50 27 位/54団体中 2.13 2 位/60団体中

 民生費（うち老人福祉費） 256,000 1.88 2.40 37 位/54団体中 3.52 46 位/60団体中

民生費（ただし児童福祉費、老人福祉費、災害救助費を除く） 476,492 3.49 3.51 22 位/54団体中 3.17 24 位/60団体中

 民生費（うち災害救助費） 551 0.00 0.05 15 位/54団体中 0.00 3 位/60団体中

 衛生費（うち清掃費） 923,510 6.77 3.45 3 位/54団体中 4.63 8 位/60団体中

 衛生費（ただし清掃費除く） 263,543 1.93 2.40 39 位/54団体中 1.99 23 位/60団体中

労働費 1,514 0.01 0.18 38 位/54団体中 0.10 42 位/60団体中

農林水産業費 69,647 0.51 0.88 22 位/54団体中 0.62 28 位/60団体中

商工費 84,708 0.62 1.25 35 位/54団体中 1.20 29 位/60団体中

土木費 141,867 1.04 1.90 39 位/54団体中 0.72 11 位/60団体中

消防費 55,018 0.40 2.13 49 位/54団体中 2.54 53 位/60団体中

教育費 861,116 6.31 5.57 19 位/54団体中 4.16 2 位/60団体中

総務費 453,902 3.33 4.69 45 位/54団体中 3.46 30 位/60団体中

 その他の経費（議会費、諸支出金等） 14,119 0.10 0.19 15 位/54団体中 0.11 17 位/60団体中

単独事業　合計 4,118,079 30.19 32.10 36 位/54団体中 28.34 22 位/60団体中

：苅田町が平均値を超えている項目

：苅田町が上位20％に位置している項目

順　位 順　位

不交付団体内苅田町 福岡県内
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高水準な行政サービスの存在 

 苅田町が実施する行政サービスの中には、①給付・助成にかかるもの、②受益者負担・

使用料にかかるもの、③その他が存在する。 
①にかかるものとして、例えば、「長寿祝金支給事業（高齢者の長寿に対する祝金の支給）」

があり、周辺市町村の支給額が概ね数千円～２万円であるのに対して、苅田町は２万円以

上であり、更に 99 歳以上は毎年５万円が支給されるなど、周辺自治体に比べて支給額の水

準が高い。 
②にかかるものとして、例えば、「公園使用料（テニスコート使用料）」があり、周辺自

治体は光熱費などの受益者負担として１時間当たり数百円の利用料を徴収しているが、苅

田町は無料である。さらに、ごみ袋を住民に無料配布する「ごみ収集袋配布事業」は、実

施している自治体は県内では苅田町のみである。 
 行政サービスの水準は、①「長寿祝金支給事業」にように住民サービスにかかる事業の

必要性や、②「テニスコート使用料」のように受益者負担の度合いによって、町の判断で

決定するものであるため、一律に周辺の自治体と常に同一水準にする必要性はないが、適

当であるかどうか、一度見直しをすることが求められる。 
2016 年 12 月、本検討会議での議論に並行する形で、歳入・歳出の両面にわたり 22 項目

について見直しに着手し、前述の「長寿祝金支給事業」や「公園使用料」等の見直しが町

議会で承認され、2017 年度以降約 1.7 億円の財政効果（歳入：1.29 億円増、歳出：0.4 億

円減）が見込まれている。しかし、これら一部事業に留まることなく、不断の検証・見直

しが必要である。 
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図表１－15 苅⽥町と近隣⾃治体の主な事業におけるサービス⽔準と利⽤料⾦の⽐較 

 
資料）苅田町 

 

  

実施 未実施

少子化対策保育料

補助事業
2005年4月

第３子以降児童の保育料半額

給付

吉富町（第３子以下保育料無料

化）
行橋市、みやこ町

地域ふれあい

支えあい事業助成
2008年度 実施 行橋市、みやこ町

長寿祝金支給事業 2001年度
77歳20,000円
88歳30000円

99歳以上各年齢50,000円

行橋市

みやこ町（総額で苅田町の約

1.7倍）
北九州市（88歳と100歳時点で

支給）

豊前市（77歳、88歳、99歳以降

各年で支給）

吉富町（80歳以上各年500円）

がん検診事業 1985年4月

胃がん、肺がん、大腸がん：40

歳以上

乳がん：30～39歳，40歳以上

（マンモグラフィ）

子宮頸がん：20歳以上

前立腺がん：50歳以上
結核健診：16歳と19～39歳

行橋市（苅田町と同じ）

みやこ町（苅田町と同じ）

豊前市（子宮頸がん、胃がん、

肺がん、大腸がん、乳がん、前

立腺がん）

インフルエンザ等の

任意予防接種事業
2010年4月

妊婦、０～18歳の予防接種自己

負担の補助

みやこ町

吉富町（１～15歳）

行橋市、北九州市、豊前市、粕

屋町、宇美町

放課後

子どもひろば事業
2011年4月 実施 北九州市、豊前市

行橋市、みやこ町、粕屋町、宇

美町、吉富町

コミュニティバス

運行委託事業
2005年9月 １回200円

北九州市（１回150～600円）

豊前市（１回100～230円）

吉富町（１回100円）

行橋市、みやこ町

町民温水プール

維持管理事業
2011年

２時間400円（町内）

２時間500円（町外）
北九州市（２時間260円）

行橋市、みやこ町、豊前市、吉

富町

（温水プールがない）

ごみ収集袋

配布事業
1996年 実施 なし

行橋市、みやこ町、北九州市、

豊前市、粕屋町、宇美町、吉富

町

ニコニコペース運動

実践教室（健康増進

室運営事業）

1999年4月

ニコニコペース運動の普及

生活習慣病予防・改善のため

の「教室」開催

なし

行橋市、みやこ町、北九州市、

豊前市、粕屋町、宇美町、吉富

町

テニスコート使用料

1986年度

（向山公園）

2001年度

（大熊公園）

使用料無料 なし

＜有料＞

行橋市、みやこ町、北九州市、

豊前市、粕屋町、宇美町、吉富

町

③
語学指導助手

配置事業
2005年 小学校5人中学校2人

行橋市（小学校５人中学校２人）
みやこ町（小学校２人中学校１

人）

北九州市（小学校41人中学校

11人高校１人）

豊前市（小学校２人中学校１人）

粕屋町（小学校１人中学校１人）

吉富町（小学校１人）

①

②

事業名
苅田町での

開始時期
苅田町

主な近隣自治体の状況分類

番号
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（３）公共施設 
公共施設の維持管理における計画性の欠如 

 苅田町の公共施設は、消防庁舎や消防団などが該当する消防施設、公民館や集会所が該

当する文化系施設など、様々な施設が存在する（図表１－16、巻末資料参照）。 
 苅田町の橋梁については、2014 年２月に「長寿命化修繕計画」が策定され、同計画にて

橋梁の長寿命化および修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針が定められて

いる。その上で、橋梁ごとの点検および修繕の内容と時期、架替え時期が設定され、計画

的に長寿命化が進められることになっている。 
 また、公園と公営住宅についてはそれぞれ 2015 年２月「苅田町公園施設長寿命化計画」、

2015 年３月「苅田町公営住宅長寿命化計画」が策定された。公園は長寿命化対策、公営住

宅は計画内の「公営住宅ストック活用計画」と「公営住宅長寿命化計画」により計画的な

活用が定められている。しかし、それ以外の公共施設については、長期的な運用を前提と

した長寿命化計画は存在せず、耐震化工事については学校教育系施設（小中学校）を優先

して実施してきたものの、これまでは原則的に「何か不具合が生じたら修理する」という

対処療法的な維持管理に終始してきた。このため橋梁と公園、公営住宅以外の公共施設に

ついては、計画的な維持管理が実施される状況にない。 
 

図表１－16 苅⽥町の公共施設の施設類型と項⽬ 

 
資料）苅田町 

 
経過年数が長期化する施設 

 苅田町の公共施設の多くは、維持管理が計画的に実施されなかったため、経過年数が長

期化し、耐震改修も未実施となっている。ほとんどの公営住宅は経過年数 30 年以上かつ耐

震改修が未実施である（ただし、公営住宅については、「苅田町公営住宅長寿命化計画」に

より、今後計画的に建て替えや改善・修繕が進む予定）。また、公営住宅以外では、若久集

会所（55 年）、長畑集会所（54 年）、三原文化会館（46 年）、城南集会所（45 年）、苅田町

役場（45 年）、歴史資料館（41 年）などは、経過年数が長く、かつ耐震改修が未実施であ

る。 
 

施設累計 項目 主な施設 施設数
延床面積

（㎡）

行政系・消防施設 町役場、消防庁舎、消防団 苅田町役場、消防庁舎本館など 17 9,462

文化系施設 公民館、集会所 中央公民館、若久集会所など 13 8,344

社会教育系施設 図書館、歴史資料館 三原文化会館、歴史資料館、町立図書館など 4 5,323

保健・福祉系施設 苅田町総合福祉会館、総合保健福祉センター 2 8,891

学校教育系施設 学校、給食センター 苅田小学校、苅田中学校など 17 46,550

公営住宅 団地 若久、長畑、城南などの各団地 9 30,999

スポーツ系施設 温水プール、グラウンド 総合体育館、温水プールなど 9 8,677

子育て支援施設 児童クラブ、児童館 苅田町小学校区放課後児童育成センターなど 3 331

公園 都市計画公園、都市公園 新開公園、大隈公園など 37 195,993

その他 ライスセンター、清掃事務所、火葬場など 苅田町清掃事務所、火葬場かんだ苑など 8 7,370
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待ったなしの耐震化工事 

 2013 年 11 月には、国土交通省「建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正」が施

行され、不特定多数の人が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難に配慮を必要と

する人が利用する建築物のうち大規模なものについては、耐震診断の実施と報告が義務化

され、その結果は公表されることとなった。前述の通り、苅田町の公共施設の多くは、耐

震改修が未実施となっている。耐震改修を進めることは、待ったなしの状況となっている。 
 
公共施設等への投資可能額は年間６億円 

 過去４年間の普通建設事業費（普通会計）の内訳をみると、公共施設に対する予算は年

間６億円程度であり（図表１－17）、普通建設事業費の３割程度を締めている。 
 

図表１－17 普通建設事業費の内訳（普通会計） 

 
資料）苅田町 

 
  

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 ４年平均

　公共施設費用等 560,520 634,666 434,124 773,600 600,728

　　普通建設事業費に対する割合（％） 26.4 28.9 21.5 45.2 29.8

  インフラ関係費用等 1,208,580 754,831 641,589 563,506 792,127

  区画整理事業費 354,834 808,125 941,822 375,590 620,093

合計（普通建設事業費） 2,123,934 2,197,622 2,017,535 1,712,696 2,012,947

（単位：千円）
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年間１億円程度の予算が不足 

 2016 年度策定予定の「苅田町公共施設等総合管理計画」によると、今後、公共施設の更

新等を進める場合、計画期間の 40 年でみた場合の１年あたりの更新費用は、約 13.0 億円

となる（パターン①）。しかし、築 31 年以上の公共施設の大規模化改修や築 31 年以上の建

替えが集中する直近 10 年間でみた場合の１年あたりの更新費用は、約 15.4 億円となる（パ

ターン②）。年間に可能な投資的経費の水準を６億円とした場合、それぞれ７億円、9.4 億

円の事業費が不足する。 
 仮に、不足事業費の一部を起債により対応（全事業費の 90％充当3とする）しても、パタ

ーン①の場合は 0.7 億円が、パターン②の場合は 0.9 億円の財源が不足する。 
 

図表１－18 公共施設の更新等に要する将来費⽤ 

 
資料）苅田町 

図表１－19 パターン別に想定される経費内訳 

 
資料）九経調作成 

                                                  
3 総務省自治財政局「平成 29 年度地方財政対策の概要」より、公共施設等適正管理推進事業債（仮称）を

活用した場合。ただし、公共施設等総合管理計画及び個別施設計画等への明確な位置付けが必要 
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千円

公共施設大規模改修 築31年以上50年未満の公共施設の大規模改修 公共施設建替え 築61年以上の公共施設の建替え

公共施設年間当り費⽤：１３．０億円

・直近10年で必要な更新費用：約１５．４億円/年

・１年あたりの更新費用：約１３．０億円/年

・現在の投資的経費の水準：約６億円/年

（単位：億円）

パターン① パターン②

A 必要経費全体 13.0 15.4

B 現在の確保可能額 6.0 6.0

C A-B：残り事業費 7.0 9.4

D 　Cのうち起債可能額（90％） 6.3 8.5

E 　Cのうち一般財源（10％） 0.7 0.9
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（４）歳⼊確保 
県内町村平均に満たない徴収率 

 地方税に関する苅田町の徴収率は、町たばこ税、鉱産税、町民税法人税割については 100％
となっているが、固定資産税は 99.5％、町民税（個人）は 97.4％である。町民税全体では

98.1％であるが、これは県内町村の平均 98.5％よりも低く、市町村のランキングも第 24 位

である。また、軽自動車税は 95.3％であるが、これも県内町村の平均 96.9％よりも低く、

市町村のランキングでは第 15 位である。 
 未収が生じる理由は、税目によって異なる。固定資産税について企業分はほぼ徴収でき

ているものの、個人分については、生活困窮者や納税意識の欠如した町民の存在、土地所

有者が死去した後の相続人の捕捉が困難であることなど理由から未収が発生している。町

民税（個人）の未収については、固定資産税と同様の生活困窮者や納税意識の欠如した町

民の存在に加えて、町内企業の短期就業者の捕捉が困難という苅田町固有の理由が挙げら

れる。 
 

図表１－20 苅⽥町・町税収納率の推移(現年課税分） 

 
注）現年課税分での徴収率。期間中全て 100％の町たばこ税、鉱産税を除く  

資料）苅田町 

 
法定普通税の滞納額が約 3.3 億円 

 徴収率が 100％に達しない結果、苅田町には「収納できていない税金（調定額と収入額の

差）」が発生している。2015 年度でみると、2015 年度分で約 7,400 万円ある。更に、2014
年度以前に滞納され、2015 年度に繰越された金額として、約 2.6 億円存在する。つまり、

仮にこれらの額の全てを徴収できていれば、財政状況を 3.3 億円改善することができた。 
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 ただし、徴収率が 100％に近い現年課税分に比べて、滞納繰越分については徴収率が低く、

県内町村の平均 22.2％を下回る。特に滞納繰越分の徴収率向上による地方税の確保は、歳

入面からみた苅田町財政の課題となっている。 
 

図表１－21 苅⽥町・現年課税分と滞納繰越分の調定額と収⼊額の差（2015 年度） 

 
注）単位：千円、％  

資料）福岡県ウェブサイトより九経調推計  

 
固定資産税の税率改定 

 固定資産税の標準税率は 1.4％で、苅田町も、他の県内市町村同様税率が 1.4％である。

苅田町では、1986（昭和 61）年まで、税率が 1.6％であったものの、当時の首長の判断で、

段階的に引き下げられ、1990 年以降 1.4％となり、企業誘致の促進など一定の効果につな

がっていると考えられる。 
 
都市計画事業や土地区画整理事業を実施するも都市計画税は課税せず 

 苅田町では、長期にわたり土地区画整理事業を実施し、過去４年間では年平均６億円程

度の予算を計上している。地方税法第七百二条「市町村は、都市計画法 に基づいて行う都

市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるた

め、（中略）都市計画区域として指定されたもののうち同法第七条第一項 に規定する市街化

区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の

所有者に都市計画税を課することができる。」とあるように、都市計画事業や土地区画整理

事業を実施する地方公共団体は、都市計画税を課すことが可能である。しかし、現在の苅

田町では課税されていない。 
  

  

調定額－収入額 徴収率 調定額－収入額 徴収率

法定普通税 74,151 99.0 255,650 21.3

市町村民税 45,439 98.1 144,453 22.6

固定資産税 25,047 99.5 100,008 19.3

軽自動車税 3,665 95.3 11,189 20.6

2015年度現年課税分 2015年度滞納繰越分
税目
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（５）⾏政改⾰（⾏政評価の実施） 
数度にわたる過去の行政改革 

 苅田町では、過去に数度行政改革を実施している。 
2003 年７月「苅田町第２次行政改革大綱」では、改革と創造により自立した苅田町を目

指して、「自立」をキーワードとして、国・県からの依存から脱却することを目指し、（１）

町民参画の行政を推進する、（２）町の役割を明確にする、（３）経営的視点で業務を見直

す、（４）組織・人材を 大限に活用する、（５）評価システムを構築する、（６）教育改革

の推進を図る、の６つを基本方針とした。 
2006 年３月「苅田町集中改革プラン（平成 17 年度～平成 21 年度）」は、第２次行政改

革大綱による行政改革の進行中ではあったが、国が策定した「地方公共団体における行政

改革の推進のための新たな指針」に基づき、平成 17 年度から平成 21 年度を目標年度とし

て策定された。このプランでは、集中的に取り組む７つの基本方針（（１）事務・事業の再

編・整理、廃止・統合、(2)民間委託等の推進、（３）定員管理、給与の適正化及び人材育成、

（４）経費節減等の財政効果、（５）地域協働の推進、（６）情報化の推進、（７）地方公営

企業等の見直し）と、これら基本方針での実施内容・実施年度が定められた。 
そして 2013 年３月「苅田町第４次行政改革大綱」は、財政調整基金を充当する予算編成

が続くことが予想される中、2013 年度から 2015 年度の３年間で「行政運営の改革」「財政

運営の改革」「組織・人材の改革」「町民協働の改革」の４つに取り組み、改革の効果額（18
億円）の設定、職員数の削減（約 19 人：約６％）などを目標として掲げた。 
 

図表１－22 苅⽥町の過去の⾏政改⾰等プラン 

 
資料）苅田町 

 
一定の効果は出すも長続きせず 

 過去数度にわたる苅田町の行政改革プランは、それぞれの一部の目標については達成し、

達成できなかった目標は次のプランに持ち越された。一定の効果は出しているといえるが、

なぜプランは何度も繰り返し行われたのか。 
 その理由は、行政改革のプランが長続きしなかったことである。過去のプランでは、そ

れぞれで事務事業の見直し等による歳出の抑制、新たな財源等による歳入の確保を行うこ

とで、収支均衡を基本とする健全な財政構造を目指した。そして、その都度、職員数の定

年 月 事柄

2003年 ７月 苅田町第２次行政改革大綱

2006年 ３月 苅田町集中改革プラン（平成17年度～平成21年度）

2006年 ８月 第２次行政改革管理表（結果）15年度～17年度

2010年 ９月 苅田町集中改革プラン進行管理表

2013年 ３月 苅田町第４次行政改革大綱
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数管理（職員数削減）、改革目標値の設定（歳出減歳入増により改善した財政の金額など）、

民間委託等の推進、そして行政評価制度の構築などが目指された。しかし、職員数の定数

管理や改革目標値の実現（特に短期的な歳出削減）については一定の成果をあげたものの、

実施した事業に対する評価や、評価を受けた後の事業見直しや次年度事業の設定に繋がら

なかった。施策や事業の点検は 2015 年度から改めて始められたが、依然としてそれは事業

見直しや次年度事業の設定とは連動していない。つまり、これまでの行政改革では、その

時々の実施可能な歳出削減にはつながったものの、真に町民に必要な行政サービスや公共

施設の提供という視点に立った、事業の取捨選択につながっていない。 
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２．財政悪化の要因 
 普通交付税の不交付団体は、基準財政収入額が基準財政需要額を上回る地方公共団体を

指し、需要額に対する収入額の不足分を補う普通交付税は交付されない。そのため、不交

付団体は交付団体に比べると財源が豊かであるといえる。多くの企業が進出し、固定資産

税を中心に財源が豊かなであるはずの不交付団体である苅田町は、なぜ財政悪化を招いた

のか。財政悪化の要因は、苅田町が不交付団体であることによる制約などの外部要因と、

苅田町の自助努力の不足などの内部要因が考えられる。 
 

１）普通交付税と決算の関係 

 苅田町の決算額（一般財源にかかるもの約 91 億円）は、基準財政需要額（約 58 億円）

に対して、約 33 億円膨らんでいる状況にある。 
 

図表１－23 苅⽥町における普通交付税と決算の関係 

 
注）普通交付税は 2015 年度算定額。歳入と歳出は、2015 年度の地方財政状況調査より 

資料）福岡県市町村支援課提供資料 

  

歳出
（決算）

合計
13,277

一般財源等
9,118

基準財政需要額 5,849

普 通
交付税

基準財政収入額 6,560

711

合計
13,907

歳入
（決算）

財 源
超過額

（普通交付税不交付）

1,873

留保財源

標準税収入額等8,433

一般財源 8,527

人件費
2,401

物件費
2,309

公債費
1,389

その他
974

繰出金
983

一般財源等 9,748

1,221

特定財源4,159

人件費
2,505

物件費
2,825

公債費
1,414

繰出金
1,176

普通建設

1,703

普建
288

その他
1,140

（単位：百万円）

形式収支
630

形式収支
630

普通交付税未算入
・繰 越 金 519
・財調繰入金 300
・特別交付税 103
・超 過 課 税 93

・財 産 収 入 64
・諸 収 入 64 等

・国庫・県支出金 2,499
・地方債 891等

591

扶助費
2,514

扶助
774
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２）外部要因 

企業活動に左右される固定資産税と高齢化に伴い増加する社会保障にかかる費用 

 既に触れたが、新たな設備投資の低迷による固定資産税（償却資産）の減少は、今回の

財政悪化の一要因となっている。また、高齢化の進展に伴い、社会保障にかかる費用が増

加し続けていることも、財政悪化の一要因である。 
 
臨時財政対策債に関する制約 

国の地方交付税として交付すべき財源が不足した場合、地方交付税の交付額を減らす穴

埋めとして地方公共団体自らが発行する地方債「臨時財政対策債」は、不交付団体も制度

上発行が可能であった。しかし、不交付団体であることを理由に、2012（平成 24）年度を

後に発行が認められなくなった。2012 年度以前は、年間３～４億円を活用していたため、

歳入減の一因となった。 
また、臨時財政対策債は地方債であるため、発行した地方公共団体は自ら償還する必要

がある。この元利償還金については、交付団体であれば普通交付税で全額措置されるが、

不交付団体は全額自主財源での償還が必要になる。償還の負担は交付団体よりも大きいと

いえる。 
 なお、元利償還金の負担については、臨時財政対策債以外の地方債でも該当するケース

がある。地方債の元利償還金が基準財政需要額に算入されるものについては、交付団体は

普通交付税を償還財源とすることが可能だが、不交付団体は全額自己財源での償還となる。 
 
補助事業における補助率の違い 

 国、県の補助事業を市町村が実施する場合、総事業費のうち補助の対象となる割合（補

助率）が予め定められている。しかし、この補助率についても、交付団体と不交付団体間

に差異があり、交付団体をより優遇する事業が見受けられる。苅田町では、かつて小中学

校の改修工事に関する「学校施設整備事業補助金」（文部科学省）により、学校体育館と校

舎の工事を実施した。通常、同補助金の補助率は 1/3 だが、不交付団体であることを理由に、

実際の補助率は 2/7 とされた。 
 
基準財政需要額には盛り込まれない必要な事業の存在 

苅田町には、基準財政需要額には盛り込まれていないが、支出が必要とされる事業があ

る。例えば、北九州空港利用促進協議会・北九州空港利用促進連絡会の負担金である。地

元の、そして北部九州の地域活性化のために、北九州空港の利便性を高め、利用者を増や

すことは必要である。そのため促進協議会では、北九州空港の利用促進に関する活動、時

刻表等の印刷、北九州空港祭りの開催、路線の維持拡大などに関する事業を展開している。

その協議会の負担金は、なくてはならないものであるが、基準財政需要額には含まれてい
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ない。 
 また、道路の維持管理にかかる経費については、基準財政需要額算定の際に考慮される

ものの、それには交通量の多寡から生じる補修等の頻度は考慮されない。大企業の工場集

積地である苅田町は、数多くの輸送用大型車両が往来し、町外から多くの従業者が自家用

車により通勤する状況にある。轍の発生など道路の損傷が早く、他自治体と比べると維持

管理経費が高い。 
 

図表１－24 苅⽥町の北九州空港関連負担⾦ 

 
資料）苅田町 

 
図表１－25 苅⽥町の道路維持管理費 

 
 
  

（円）

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

北九州空港整備事業負担金 1,137,718 3,362,946 2,755,645 222,890 3,086,460

北九州空港利用促進協議会負担金 29,664,000 17,968,000 23,386,000 16,132,000 19,905,000

北九州空港利用促進連絡会負担金 12,553,561 17,886,979 16,721,951 16,392,000 15,230,000

合計 43,355,279 39,217,925 42,863,596 32,746,890 38,221,460

（円）

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

道路維持管理費 25,819,508 26,854,120 23,124,247 24,107,143 23,926,000
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３）内部要因 

検証不十分で着手された大型事業 

 苅田町には、将来的な財源確保の検証が十分なされないまま着手された大型事業が存在

する。例えば、苅田駅の東西を結ぶ自由通路やペデストリアンデッキが整備された苅田駅

前周辺整備事業や、一部の地区で進む区画整理事業などである。特に区画整理事業は、年

平均で約６億円の予算で現在も取組みが続いている（ただし、現状では年間の事業費を圧

縮せざるを得ない状況）。事業実施にかかる財政計画の検証が十分なされなかった結果、現

在、地方債の償還額が大きくなった。 
 
場当たり的な普通建設事業費～進まない公共施設のストックの棚卸し 

 苅田町の公共施設は、これまでは維持管理について計画的に実施されてこなかった。長

寿命化計画が存在しなかったことに加え、そもそも現在の公共施設のストックの分析が実

施されてこなかった。ストックの「棚卸し（施設の必要性についての分析）」により、どの

施設を残しどの施設を廃止するかという判断をするための議論や計画作りが実施されなか

ったため、場当たり的な修理に終始し、効率的かつ計画的な長寿命化への取組みが進まな

かった。長期的な視点では、本来必要ではなかった支出が発生した可能性が高い。 
 
公債費の増加～不十分である柔軟な償還計画（金融機関との償還期間や金利の交渉） 

公債費のうち市中銀行からの借入れ（縁故債）の償還について、苅田町では償還期間を

10 年と設定してきた。短期間の償還は単年度での償還金額が大きく、町の財政（単年度）

に対する負担が大きい。 
しかし、他の自治体では、金利見直し方式による 10 年を超える償還期間を設定するケー

スも見受けられる。これまで苅田町は金利水準を考慮して 10 年で設定してきたが、単年度

の負担を軽くするために、金利見直し方式の導入や借り換えを含めて、償還期間を延長す

る交渉等を進める必要がある。 
 
物件費など仕分けの不備～物件費の増加 

年間 30億円近くとなる苅田町の物件費については、業務をアウトソーシング（外部委託）

するのか、インソーシング（行政自らが実施）するのかの明確な基準が存在しない。その

ため、物件費は、2006 年度の約 26 億円から 2015 年度の約 28 億円へと、増加傾向が続い

ている。事業主体の仕分けにより増加を抑制し、歳出を削減する方法はまだ残されている。 
 
地道な歳入増加策の徹底～徴収率・収納率向上への更なる工夫 

既に苅田町の徴収率の向上に対しては、様々な対策が実施されている。今後は、税以外

の債権について収納率向上の対策も同時実施することで、更なる向上を図ることが求めら
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れる。 
 
予算査定に必要な手続の不備 

 これまで苅田町は、前年度まで継続された事業については原則的に継続、新規の事業に

ついては十分な査定がなされないまま予算化されてきた。2015 年度からは新たな事業の点

検・評価が始まったが、点検・評価のみで終わり、事業の必要性や予算の検証と連動して

いない。そのため、予算査定に必要な PDCA サイクルのうち、D（実施）と、独立した形

での C（点検・評価）しか実施されていない。 
 こうした状況で、過去に数度行政改革が実施され歳出削減が進んだが、財源確保や事業

の必要性、費用対効果の検証に欠けた「場当たり的な改革」であり、真に必要な事業の取

捨選択には至っていないため、必要でない事業が残っている恐れがある。歳出削減のため

に苅田町が出来ることはまだ多く残されているが、特に、予算査定に必要な手続や行政評

価の仕組みの不備は、苅田町の財政健全化が進まない大きな要因となっている。 
 
不交付団体としての甘え 

 これまで触れたとおり、苅田町は行政の自助努力の不足もあり、現在に至る財政悪化を

招いた。しかし、財政悪化を招いた要因は、それだけではない。「不交付団体＝財源が豊か」

という固定観念に囚われ、事業内容や必要性などを検証せず、事業を整理することなく新

規事業の立ち上げに動き続けた首長をトップとする行政（町役場）、そのチェック機関であ

るべき町議会、充実したサービスが当たり前と捉えて他自治体よりも高水準の行政サービ

スに疑問を持たなかった町民にも、不交付団体としての甘えがあったといえ、この甘えが

財政悪化を招いた。 
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第２章 財政健全化に向けた意⾒ 

＜歳出削減＞ 

１．管理経費の⾒直しによる歳出削減の⽅向性 

１）⾒直しの考え⽅ 

 経常的な管理経費のうち、人件費に関しては、苅田町では基本給与額や、地域手当を加

えた給与水準が国家公務員の水準よりも高く、県内でも上位にある。また、地方公共団体

で全国的に廃止が進んでいる自宅に係る住居手当も支給されている。一方、人件費の総量

管理の観点からは、2011～16 年度の５年間で 55 名減（16.3％減）であり、人員削減が進

んでいる。 
 その他の一般的な事務費用として備品購入費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷費、光熱

水費、備品修繕費などがあり、いずれも職員の恒常的な節約意識、活動によって抑制可能

なものである。 
 歳出削減の方法のうち、行政サービスや公共施設に関しては、住民生活に直結するもの

であり、その削減にあたっては行政運営の姿勢や説明責任が求められる。まず行政運営側

から身を切る姿勢を示し、住民に理解を求めるという意味では、何よりも管理経費の見直

しを優先して着手していくべきである。 
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２）削減の⽅向性 

 歳出削減の方法として、以下の①～②による削減可能性を検討すべきである。 
 
①一般事務費用の削減 

 一般的な事務費用（備品購入費、旅費、消耗品、燃料費、印刷費、光熱水費など）の削

減については、これまでも実施されてきたと考えるが、今後も持続的な節約活動へとつな

げていく必要があることから、今一度現状の事務経費の精査を行うべきである。そのうえ

で民間の価格から乖離していると考えられるものや、必要以上の量が消費されているもの、

更なる削減余地があると考えられるものについては一層の削減を行うとともに、予算査定

の基準においても反映させ、全庁的な取組みにつなげていくことが必要である。 
  
②人件費の見直し 

 苅田町の給与制度については、議会の議決を経て条例化したものであり、適正な手続き

を経て導入された制度であることは十分理解する。しかし、苅田町にとって財政健全化が

喫緊の課題である中で、国家公務員や他の自治体と比較して高い水準になっている状況を

考慮し、職員給料や諸手当を含めた人件費全体の聖域なき見直しを検討すべきである。 
 人員削減については、今後の計画的な人員配置や専門性のある人材養成との兼ね合いに

十分考慮して、その可能性を検討すべきである。 
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２．⾏政サービスの⾒直しによる歳出削減の⽅向性 

１）削減の検討対象事業 

行政サービスの見直しの基本的考え方 

 行政サービスの見直しにあたっては、社会経済情勢の変化や住民ニーズ、事業の効果な

ど、事業の必要性について聖域なき検討を行っていくべきである。ただし、今回の苅田町

における財政健全化では、財政調整基金が枯渇する数年間のうちに、財政バランスを均衡

に保つことが喫緊の課題であり、まずは短期的に歳出削減が可能な項目を検討していく。 
行政サービスを財源の性質から区分すると「補助事業」「単独事業」の２つに分けられる

が（図表２－１）、そのうちまずは苅田町の独自の判断、財源で実施可能な単独事業のうち

から、削減可能な検討を行っていくべきである。また補助事業についても看過することな

く歳出削減の対象として検討していくべきである。 
 

図表２－１ 事業の種類 

 
 
歳出削減の対象の検討 

 単独事業のうちでも、より削減可能性の大きな項目を特定し、削減の優先順位を付けて

いく必要がある。苅田町の目的別歳出および単独事業を分析すると、「民生費」「衛生費」「教

育費」の３つの費目において削減余地が大きいと判断できる。この３つの費目は、単独事

業の金額が１億円を越える規模であり、他の項目よりも大きい（図表２－２）。また、経費

全体に占める単独事業費の比率も高く、過去 10 年間の推移をみても増加率も高い。 
 平成 26 年度において、苅田町の単独事業は 120 事業ある。このうち、「民生費・衛生費・

教育費の３つにあてはまる」「過去５年間の事業費が 10%以上伸び率となっている」「周辺

自治体よりもサービス水準が高い」「広域行政を検討する余地がある」等の基準にあてはま

る事業を「①見直し優先度の高い単独事業」として分類した。その結果、見直し優先度の

高い単独事業は、50 事業、事業費は約 12 億円の規模となった。また、①以外となる「②そ

• 地方自治体の事業のうち、国・県の補助金を活用し実施される事業

• 主に国庫から支出される補助金が財源。事業費の一部を負担（全額補
助となる事業はまれ）

補助事業

• 租税収入を中心とする地方公共団体独自の財源で実施する公共事業

• 使い道は各公共団体に任される（余裕がない自治体では実施困難）

単独事業
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の他の単独事業」は、70 事業、事業費は約 5.9 億円の規模である（単独事業に関する詳細

な基準や事業一覧は、参考資料を参照）。 
なお、このうちすでに 2016 年 12 月の町議会で先行して事業見直しに着手しており、「①

見直し優先度の高い事業」のなかから、歳入・歳出の 22 項目を見直し、平成 29 年度予算

より約１億７千万円の財政効果が見込まれる。 
補助事業については、補助率 100％の事業は極めてまれであり、補助対象外の部分へは自

治体自らが自己資金を充当する必要がある（いわゆる「裏負担」）。しかし、事業内容によ

っては、将来にわたって町民が利益を享受できる事業もあり、負担の平準化を図るため裏

負担の部分への地方債充当が認められている。このため、補助事業であるからという理由

だけで着手するのではなく、裏負担の部分への地方債充当率を十分検証し、さらに将来的

な公債費負担も考慮した上で、補助事業に着手すべきである。 
なお、削減対象の精査については、財政シミュレーションをもとに、 終的には具体的

な削減目標となる金額を設定したうえで、削減に向けた検討を進めていくべきである。 
 

図表２－２ 苅⽥町の⽬的別歳出内訳と単独事業費（2014 年度） 

 
資料）苅田町 
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２）削減の⽅向性 

 歳出削減の方法として、事業ごとに①～③による削減可能性を検討していくべきである。 
 
①事業内容の不断の見直し 

 少子高齢化の進展、住民意識の多様化など社会経済情勢の変化に対応して、公共の福祉

の向上を図っていくためには、行政サービスの不断の見直しが必要である。しかし一方で、

一旦事業に着手されると、その目的や目標が達成されているのか、費用対効果はどうか、

同一の目的や目標を達成するためにより効率的な事業展開はないかなどの検証が疎かにな

りがちである。苅田町の場合、十分な評価もなされないまま事業が継続され、さらに新た

な事業が始まり、全体として事業数が拡大する傾向がみられる。 
今後の事業展開にあたっては、住民目線に立ち、事業目的や目標に照らして現行事業が

妥当なものであるのか、効率的になされているのか、より低コストな手法で同様の効果を

得ることはできないか、受益者負担は妥当かなど、絶えず事業を検証し見直していくべき

である。 
 事業コストの検証にあたっては、周辺自治体・類似自治体との比較や、総務省が歳出効

率化に向けた業務改革でのモデルとして示している「トップランナー方式」との比較など

を参考に、その妥当性を検討すべきである。 
 また、財源を確保する観点から、利用可能な補助制度はないか国や県の動向を注視し、

一般財源の拠出を極力抑制するといった視点を職員一人ひとりが持つべきである。 
事業運営においては、民間ノウハウを活用して公費を抑制する、もしくは、同水準の財

政投入でサービスの質を向上するといった観点から、官民協働手法を導入する方向性も考

えられる。官民協働では、事業者との協働のみならず、住民との協働によって地域に密着

した事業運営を行いながら公費を抑制するような方法もある。また、例えば、プールをス

ポーツと介護予防、健康づくりといった様々な事業で活用するように、ひとつの事業を複

合的に利用することで、事業効果を向上させるような観点も必要である。 
なお、「事業内容の不断の見直し」の事例（ごみ処理）については、参考資料を参照のこ

と。 
 
②利用料金の適正化 

周辺自治体・類似自治体との行政サービスの利用料金の比較や、事業における受益者負

担比率を分析し、料金水準の低いものについては相応の受益者負担を勘案して、利用料金

の適正化を検討すべきである。 
 
③広域行政の導入による経費削減 

 苅田町単独で実施している事業や、設備の共用化が可能な事業、広域的に利用されてい
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る（広域化されても利用意向のある）事業、広域的に機能構築を図るべき事業については、

広域行政を導入することでコスト低減を図ることができないか検討すべきである。 
稼働率の低いサービスについては、周辺市町村からの利用を促し、利用料収入を拡大す

るといった方向性も考えられる。 
 苅田町では、北九州市との「連携中枢都市圏北九州都市圏域の形成に係る連携協約」を

締結しているが、その枠組みの活用も方策のひとつとなる。 
なお、「広域行政の導入による経費削減」の事例（消防）については、参考資料を参照の

こと。 
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 以上を踏まえると、公共施設の維持管理に関しては、全ての公共施設を対象とした総合

的な計画を立案し、維持管理や再編、廃止も含めた具体的な工程を作成し、長期にわたる

財政需要の平準化を目指すべきである。計画の立案にあたっては、まず、個別施設の単位

で形態や構造、現在の利用動向、町の政策における位置づけなどの整理を行い、公共施設

の管理・維持に関する町の方針や基準を検討すべきである。そのうえで、公共施設の再編・

廃止、民間活力の導入など、中長期の観点から方策を検討していくべきである。 
 
防災・危機管理の重視を 

 公共施設の見直しについては、中長期の視点からの検討が必要になるものの、一方で、

短期的には防災・危機管理の観点からは、新基準に対応した耐震改修について早急に対応

すべきである。公共施設が被災し、災害時の指揮や避難に遅れが出た場合、被害が拡大し

たり、場合によっては地域の持続性に甚大な影響を及ぼしたりすることが懸念される。そ

のため、耐震改修については、公共施設の維持管理の検討とは別途、先行して手法や工程

を施設の耐用年数も見極めながら検討すべきである。 
 

２）⾒直しの⽅向性 

 公共施設における歳出削減の方向性として、短期的には防災・危機管理の観点からの新

基準に対応した耐震改修等を行っていくべきである。中長期的には個別施設単位で以下の

①～④による削減可能性を検討していくべきである（図表２－４）。 
 
①年数の経過した施設を対象とした更新・統合・廃止の検討 

直近５年間には、年数の経過した施設の更新費用負担が大きいため、施設更新の際に一

部の機能を統合して、公共施設の取捨選択や規模の 適化を図ることを検討すべきである。

なお、すでに耐用年数を経過している施設の大規模改修や建替については、安全性に考慮

をしつつも更新時期を遅らせることも検討すべきである。 
 
②近隣施設による機能統合の検討 

会議や展示といった「建物」を必要とする施設や、公園やスポーツ施設といった「屋外」

の活動が前提となる施設など、機能が類似しており、かつ近隣に立地している施設に関し

ては、機能を統合して、公共施設の機能と配置の 適化を図ることを検討すべきである。 
なお、「近隣施設による機能統合の検討」の事例については、参考資料を参照。 

 
③民間事業者等への運営移管・委譲 

維持管理に多額の費用を必要としない施設については、民間に対する運営移管や委譲を
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検討すべきである。移管・委譲先としては、民間事業者のみならず、地域団体などの住民

による運営も検討すべきである。 
 
④民間活力やノウハウ（建設/運営手法など）の導入 

上記①～③を検討するうえで、財政負担を軽減しつつ、サービスの質を向上していくた

めに、民間活力やノウハウを積極的に活用することも検討すべきである。その際には、公

共施設の更新や維持管理の工夫に加え、公共施設の運営管理の委託や、民間の収益施設を

併設して賃料収入を得たりするなど、運営コストの縮小へつなげるような試みも検討に値

する。 
なお、「民間活力やノウハウ（建設/運営手法など）の導入」の事例については、参考資料

を参照のこと。 
 

図表２－４ 公共施設⾒直しの⽅向性 

 
資料）九経調作成 

 
  

•直近５年間の費用負担額が大きいため、建て替えや更新による一部機能統合を検討（「公共施
設の取捨選択と規模の 適化」総合管理計画）。同時に、施設の廃止についても検討

•耐用年数を経過した施設の大規模改修や建替については、安全性に考慮しつつ実施時期を遅
らせることも検討

①年数の経過した施設
を対象とした更新・統

合・廃止の検討

•会議や展示といった「建物」を必要とする施設、公園やスポーツ施設といった「屋外」の活動が
前提となる施設については、近隣施設により機能統合を検討（「公共施設の機能と総量の 適
化」「公共施設の適切な維持管理と更新」総合管理計画）

•機能統合対象施設は苅田町内だけでなく近隣市町村を含めて検討

②近隣施設による
機能統合の検討

•維持管理に多額の費用を必要としない施設については、地域団体との話し合いにより運営移
管（「住民・事業者等との連携」総合管理計画）または委譲を検討

③民間事業者等への
運営移管・委譲

④民間活力やノウハウ（建設/運営手法など）の導入
統合検討や統合すべき機能の議論といった様々な「見直し」を含めた導入
公共施設の更新や維持管理の工夫に加え、事業収入や手数料収入による収入増の試みなど
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＜歳入確保＞ 

４．歳⼊確保の可能性 
 歳出削減に向けた施策の可能性の検討は、第３章から第５章で紹介した。同時に、歳入

増の可能性に向けた施策についても、検討されるべきである。 
 

１）徴収率向上の努⼒ 

 既に苅田町では、税金の徴収率向上に向けた様々な取組みを実施している。例えば、納

付環境の整備（コンビニ対応納付書への変更、ファイナンシャルプランナーによる納税相

談会の実施など）や、公平性の確保のための措置（福岡県との合同徴収による高額・悪質

案件への対応、捜索の実施、不動産公売の実施など）などが挙げられる。同時に、徴収に

かかる経費についても縮減する取組み（証明書発行時の副本廃止、台帳管理の省スペース

化と安全管理の推進、委託業務の見直しによる広域での航空写真撮影など）が進められて

いる。 
 今後は、短期的には差押件数の増加と競売による換価、町民税の特別徴収の拡大などを、

中長期的には、現年度中心の滞納整理や租税法律主義に基づく滞納処分の実施などにより、

全ての税目の徴収率 100％を目指すことが求められる。 
 同時に、国保税の徴収率向上への取組みを同時に実施することで、相乗効果を狙う新た

な取組みについても検討が必要となる。 
 

２）税源の涵養 

 税源の涵養のため、引き続き、企業誘致や定住促進を図るとともに、苅田町総合戦略の

着実な実施により、雇用創出、定住人口の増加、産業育成等を図っていく必要がある。 
 税源確保のほか、各種利用料金の適正化、広告収入の増加策の検討、保有不動産の確保

（地代・賃料等の確保）などについても検討が求められる。 
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３）税率⾒直し及び税導⼊ 

 税率見直し及び税導入については、これまで紹介した歳出削減の施策、ならびに歳入確

保の可能性としての徴収率向上への努力を進めた上で、 終的に実施される方策となる。 
 
都市計画の見直しと都市計画税の導入検討 

 都市計画税は、都市計画法 に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて

行う土地区画整理事業に要する費用に充てるために課すことができる税金である。具体的

には、都市計画事業として位置づけられた市街地における交通施設や水路、教育文化施設

などの整備や、土地区画整理事業の事業費に充てることができる。現在、苅田町では土地

区画整理事業が実施されているが、都市計画税は導入されていない。 
全国の動向をみると、都市計画税の導入が可能な都市計画事業施行市町村（913）に対し

て、都市計画税徴収市町村（649）の割合は 71.1％である。ただし、2016 年度の不交付団

体（76：東京都を除く）に限定すると、都市計画事業施行市町村（72）に対する都市計画

税徴収市町村（53）の割合は 73.6%であり、苅田町のように事業を実施しながら都市計画

税を導入していない自治体は 19 市町村である。なお県内では、北九州市、福岡市、久留米

市、筑紫野市が 0.3％、中間市が 0.28％、直方市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市が

0.2％、大牟田市が 0.1％で導入している。 
都市計画税の導入検討にあたっては、苅田町の現行の都市計画事業について、今後の人

口動向を前提に苅田町のまちづくりの方向性を再度見極めた上で、財政計画や事業期間を

考慮し、事業の必要性を含めた都市計画の見直しが必要となる。さらに、見直しに際し、

財政計画上、事業実施の財源として都市計画税導入が不可欠と判断される場合は、課税す

る地域を明確に区分し、当該地域の住民や企業の理解、合意を求めていくべきである。 
なお、都市計画税を仮に 0.3％で導入した場合、年平均で 6.2 億円の歳入増となる。 

 
固定資産税の税率見直し 

 固定資産税は、土地、家屋、償却資産を所有するものに課せられる税金である。現在の

苅田町の税率は、標準税率の 1.4％である。 
 全国の動向をみると、2014 年度時点で標準税率未満の税率を設定する市町村は存在せず、

全国の全市町村の 91％（1,565）が 1.4％であり、残りの９％（155）が 1.4％超である。た

だし、2016 年度の不交付団体（76）については、1.4％超を設定する自治体が神奈川県箱根

町（1.58％）と福井県おおい町（1.50%）と２団体にとどまる。なお県内では、大牟田市と

八女市が 1.6％、田川市、筑後市、大川市、行橋市、豊前市、朝倉市、那珂川町が 1.5％で

ある。 
 固定資産税については、苅田町は過去に 1.6％を設定していたが、税率見直し（1.4％超

にすること）は、今後の企業誘致に大きく影響することが予想され、税率見直しについて
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は、より慎重であるべきであり、当該地域の住民や企業の理解、合意を得た上で、 終的

な手段として検討されるべきである。 
 

図表２－５ 不交付団体における固定資産税と都市計画税の課税状況（その１） 

 
注１）2016 年度における不交付団体 

注２）不交付団体のうち東京都は除く 

資料）国土交通省「平成 26 年都市計画現況調査（2014 年３月 31 日現在）」、各都道府県・各市町村ホーム

ページ（2017 年２月現在）より九経調作成 

 
  

地域 市町村名
固定資産

税率（％）

都市計画

事業の有無

都市計画税

課税の有無

都市計画

税率（％）
特徴

北海道 泊村 1.40 × × - 工場・発電所・空港等立地（原子力発電）

青森県 六ヶ所村 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（原発再処理施設）

福島県 広野町 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（火力発電）

福島県 大熊町 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（原子力発電）

茨城県 つくば市 1.40 ○ ○ 0.15 ベッドタウン

茨城県 神栖市 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（火力発電）

茨城県 東海村 1.40 ○ ○ 0.3 工場・発電所・空港等立地（原子力・火力発電）

栃木県 上三川町 1.40 ○ ○ 0.2 工場・発電所・空港等立地/ベッドタウン

栃木県 芳賀町 1.40 ○ ○ 0.2 工場・発電所・空港等立地（川崎マイクロ）

群馬県 太田市 1.40 ○ ○ 0.2 工場・発電所・空港島立地

群馬県 大泉町 1.40 ○ ○ 0.2 工場・発電所・空港島立地（富士重工）

埼玉県 戸田市 1.40 ○ ○ 0.2 ベッドタウン

埼玉県 和光市 1.40 ○ ○ 0.2 ベッドタウン

埼玉県 三芳町 1.40 ○ ○ 0.2 ベッドタウン

千葉県 市川市 1.40 ○ ○ 0.3 工場・発電所・空港等立地（ブリヂストン）/ベッドタウン

千葉県 成田市 1.40 ○ ○ 0.05 工場・発電所・空港等立地（成田空港）

千葉県 市原市 1.40 ○ ○ 0.3 工場・発電所・空港等立地（東レ）

千葉県 君津市 1.40 ○ ○ 0.2 工場・発電所・空港等立地（新日鐵君津）

千葉県 浦安市 1.40 ○ × - ベッドタウン

千葉県 袖ケ浦市 1.40 ○ ○ 0.2 工場・発電所・空港等立地（東京ガス）

東京都 立川市 1.40 ○ ○ 0.24 ベッドタウン

東京都 武蔵野市 1.40 ○ ○ 0.2 ベッドタウン

東京都 三鷹市 1.40 ○ ○ 0.225 ベッドタウン

東京都 府中市 1.40 ○ ○ 0.2 ベッドタウン

東京都 調布市 1.40 ○ ○ 0.25 ベッドタウン

東京都 小金井市 1.40 ○ ○ 0.27 ベッドタウン

東京都 国分寺市 1.40 ○ ○ 0.27 ベッドタウン

東京都 国立市 1.40 ○ ○ 0.27 ベッドタウン

東京都 多摩市 1.40 ○ ○ 0.2 ベッドタウン

東京都 羽村市 1.40 ○ ○ 0.25 ベッドタウン

東京都 瑞穂町 1.40 ○ ○ 0.27 ベッドタウン

神奈川県 川崎市 1.40 ○ ○ 0.3 工場・発電所・空港等立地（JFEスチール）/ベッドタウン

神奈川県 鎌倉市 1.40 ○ ○ 0.3 ベッドタウン

神奈川県 藤沢市 1.40 ○ ○ 0.25 ベッドタウン

神奈川県 厚木市 1.40 ○ ○ 0.2 ベッドタウン

神奈川県 海老名市 1.40 ○ ○ 0.2 ベッドタウン

神奈川県 寒川町 1.40 ○ ○ 0.2 工場・発電所・空港等立地（日産工機）

神奈川県 中井町 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地

神奈川県 箱根町 1.58 ○ × - リゾート
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図表２－６ 不交付団体における固定資産税と都市計画税の課税状況（その２） 

 
注１）2016 年度における不交付団体 

注２）不交付団体のうち東京都は除く 

資料）国土交通省「平成 26 年都市計画現況調査（2014 年３月 31 日現在）」、各都道府県・各市町村ホーム

ページ（2017 年２月現在）より九経調作成 

 

  

地域 市町村名
固定資産
税率（％）

都市計画
事業の有無

都市計画税
課税の有無

都市計画
税率（％）

特徴

新潟県 聖籠町 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（火力発電）

新潟県 刈羽村 1.40 × × - 工場・発電所・空港等立地（原子力発電）

福井県 高浜町 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（原子力発電）

福井県 おおい町 1.50 × × - 工場・発電所・空港等立地（原子力発電）

山梨県 昭和町 1.40 ○ × - ベッドタウン

山梨県 忍野村 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（ファナック）/リゾート

山梨県 山中湖村 1.40 ○ × - リゾート

長野県 軽井沢町 1.40 ○ ○ 0.2 リゾート

静岡県 富士市 1.40 ○ ○ 0.3 工場・発電所・空港等立地（日本製紙、丸富製紙）

静岡県 御殿場市 1.40 ○ ○ 0.2 リゾート

静岡県 裾野市 1.40 ○ ○ 0.2 リゾート

静岡県 湖西市 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（競艇場）/リゾート

静岡県 御前崎市 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（原子力発電）

静岡県 長泉町 1.40 ○ ○ 0.2 工場・発電所・空港等立地（東レ）/ベッドタウン

愛知県 岡崎市 1.40 ○ ○ 0.3 工場・発電所・空港等立地（東レ）/ベッドタウン

愛知県 碧南市 1.40 ○ ○ 0.25 工場・発電所・空港等立地（火力発電、トヨタ）

愛知県 刈谷市 1.40 ○ ○ 0.3 工場・発電所・空港等立地（トヨタ、デンソー）

愛知県 豊田市 1.40 ○ ○ 0.25 工場・発電所・空港等立地（トヨタ）

愛知県 安城市 1.40 ○ ○ 0.3 工場・発電所・空港等立地（デンソー）/ベッドタウン

愛知県 小牧市 1.40 ○ ○ 0.3 工場・発電所・空港等立地（小牧空港）/ベッドタウン

愛知県 東海市 1.40 ○ ○ 0.3 工場・発電所・空港等立地（新日鐵名古屋）

愛知県 大府市 1.40 ○ ○ 0.3 ベッドタウン

愛知県 高浜市 1.40 ○ ○ 0.3 工場・発電所・空港等立地（豊田自動織機）/ベッドタウン

愛知県 日進市 1.40 ○ ○ 0.15 工場・発電所・空港等立地

愛知県 田原市 1.40 ○ ○ 0.25 工場・発電所・空港等立地（トヨタ）

愛知県 みよし市 1.40 ○ ○ 0.3 工場・発電所・空港等立地（トヨタ）

愛知県 長久手市 1.40 ○ ○ 0.25 ベッドタウン

愛知県 豊山町 1.40 ○ ○ 0.2 工場・発電所・空港等立地（小牧空港）/ベッドタウン

愛知県 大口町 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（小牧空港）

愛知県 飛島村 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（川崎重工）

愛知県 幸田町 1.40 ○ ○ 0.2 工場・発電所・空港等立地（デンソー）/ベッドタウン

三重県 四日市市 1.40 ○ ○ 0.2 工場・発電所・空港島立地

三重県 川越町 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（火力発電）

京都府 久御山町 1.40 ○ ○ 0.22 工場・発電所・空港等立地/ベッドタウン

大阪府 田尻町 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（関空、火力発電）

福岡県 苅田町 1.40 ○ × - 工場・発電所・空港等立地（北九州空港、日産、火力発電）

佐賀県 玄海町 1.40 × × - 工場・発電所・空港等立地（原子力発電）
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＜歳出削減・歳入確保で必要な仕組み＞ 

５．持続的な財政健全化に必要な⾏政評価 

１）現在の⾏政評価の実態 

 苅田町では、行政改革大綱や集中改革プランによって、これまで数度にわたり財政改革

を試みてきた。短期的な歳出削減は行ってきたものの、行政評価の伴った継続的な運用に

は至っていない。行政評価に関する制度や仕組みは存在するものの、その運用がうまく機

能しておらず、実質的な改善には結びついていない状況である。 
 行政評価とは、一般的には図表２－７のように、施策に基づいて PDCA による事業評価、

予算の見直しを行っていくものである。苅田町の行政評価に関する状況を、一般的な枠組

みに照らしあわせてみると、いくつかの改善の余地がある。 
 

図表２－７ ⼀般的な⾏政評価のフロー 

 
資料）各種資料より九経調作成 

 
まず、計画（Plan）に関しては、総合計画や実施計画など、政策・施策レベルのものは

存在するが、事業単位での統一的な計画様式がなく、数値目標も一部でしか設定されてい

ない。そのため、事業開始時点や進捗途中での計画の妥当性や目標設定を確認することが

困難になっている。 

•数値目標達成度
や政策効果の評
価と分析

•評価に応じた予
算への反映（事
業廃止も含む）

•組織の見直し

•施策の推進

•事業の実施

•施策の設定

•事業と数値目標
の設定

計画

Plan
実施

Do
点検・

評価

Check 

見直し

Action
自己評価

（各課）

内部評価
（改革担当や

企画担当）

外部評価
（有識者）

行政評価制度、行政改革プランなど
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点検・評価（Check）に関しては、各課での自己評価は行われているものの、事業間・施

策間の相対的な評価は行われておらず、評価可能な仕組みとなっていない。そのため、統

制の取れた事業や施策を点検することが難しくなっている。また評価はあくまで行政内部

に留まり、外部評価は導入されていない。 
見直し（Action）に関しては、まず事業担当者と財政企画担当者間で、現状や改善方向を

検討するための事業査定シートが存在しない。そのため、双方で事業の現状、課題、見直

しについてコミュニケーションを取ることが難しくなっている。また、前述の点検・評価

を予算に反映したり、事業を廃止したりする明示化された仕組みや基準がないために、一

度着手された事業の見直しや廃止が行われにくくなっている。 
 

２）⾏政評価の段階的な導⼊ 

以上のような状況は、行政の持続可能性を損なうのみならず、行政運営の透明性や説明

責任を果たすという点からも問題があり、行政評価制度の導入を喫緊の課題として、状況

改善を図るべきである。 
一方で、行政評価の導入に関しては、職員の負担も大きくなることが予想されるが、全

ての職員が「なぜ行政評価の導入が今求められているのか」を十分理解しなければ、形式

的な導入に留まり、仕組みが形骸化してしまう恐れもある。そのため、職員研修と並行し

て、必要性の高い項目から段階的に導入を進めていく必要がある。 
また、早急に対応が必要と考えられる点としては、まず現状分析である。現在実質的に

行われている事業立案から実施、評価、見直し、改善の流れのなかで、どのような判断が

行われているのかを「見える化」することである。それを踏まえ、どの部分に仕組みを導

入していくのかを明示化することである。 
さらに早急に導入すべき機能としては、PDCA のなかで一貫して使われる事業シートや、

それに基づく予算査定の基準づくりである。 
例えば、佐賀県みやき町は、2006 年に「行政改革大綱」を策定し、組織機構の見直しや

職員定数の適正化、事務事業の抜本的な見直し、職員の意識改革などを通して、効率的な

行政運営を進めた。事務事業については、抜本的な見直しと同時にその評価システムを構

築。事業の評価表ではその財源が示され、事業の実績を成果については所管課が評価する。

その後評価委員が別途事業評価を実施し、その内容に応じて次年度以降の取組が決められ

ている。 
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まとめ 
 
 苅田町には多くの企業が進出し、固定資産税を中心に自主財源が豊かであり、普通交付

税の不交付団体として行財政運営を進めてきた。しかし、近年は、実質単年度収支が７年

連続のマイナスとなるなど、行財政運営が厳しくなっている。 
 このような状態に陥った原因は、新たな設備投資案の低迷による固定資産税（償却資産）

の減少や高齢化の進展に伴う社会保障にかかる費用の増加、基準財政需要額に盛り込まれ

ない必要な事業の存在など、苅田町の意思や活動が反映されにくい複数の外部要因が挙げ

られる。しかし同時に、将来的な財源確保の検証が十分なされないまま着手された大型事

業の存在や、一部でみられた場当たり的な事業実施による長期的な効率性の低下、物件費

における事業主体の仕分けの不備、そしてそもそも予算査定に必要な手続の不備といった

複数の内部要因、つまり苅田町の自助努力の不足も行財政運営が厳しくなった原因となっ

ている。 
 
 財政を健全化させるためには、聖域無き歳出削減を徹底することが必要である。具体的

には、一般事務費用や人件費など管理経費の見直しが必須である。また、事業内容の抜本

的見直しと広域行政の導入による経費削減、利用料金の適正化をベースにした行政サービ

スの見直しも重要である。さらに、公共施設の長寿命化を視野に入れたうえで、年数の経

過した施設を対象とした更新・統廃合の検討、民間活力の導入なども重要である。 
どれも簡単には実施できないことではあるが、すぐに手を付けるべきことと中長期的に

取組むべき事に区分けの上、速やかな実施が求められる。 
 
 歳出削減の徹底と同時に、歳入確保に向けた施策についても実施することが必要である。

具体的には、徴収率向上、税源の涵養に向けた取組みである。既に実施されている取組み

も含め、様々な施策の実施が重要となる。 
 歳出削減の徹底と歳入確保への取組みを行っても行財政運営が厳しい場合には、新たな

税導入と既存の税の税率見直しの検討が必要になる。市街地内に真に必要となった道路網

の整備などの財源として、都市計画の見直しを伴った都市計画税の新規導入の検討が求め

られる。また、今後の社会保障にかかる費用の増加に備えるために、住民や企業の合意を

得ながら固定資産税の税率見直しも検討対象となる。 
 
 今後、苅田町が「不交付団体＝財源が豊か」という固定概念をなくし、持続的な財政健

全化を進めるためには、事業ならびに事業の予算査定に関する PDCA サイクルを回し続け

る事が必要である。これが実施できなければ、財政健全化が一時的な取組みで終わり、数

年後に再び行財政運営が厳しくなる。 
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 PDCA サイクルを回し続けるためには、事業の計画を記載した予算要求書と事業実施後

の事業査定シートといった事業の点検評価や見直しに必要な資料を作成した上で、持続的

に事業内容、必要性、費用対効果、財源を検証する、苅田町の仕組みづくりが必須となる。 
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参考資料 
 
 
 
 
 
 
 

別資料で印刷 
（製本時には合本します） 
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